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  This paper considers whether sports rights can be regarded as fundamental human rights in Japan. In previous attempts to 

convert sports rights into human rights, the content of sports rights have not been clarified, and since they have attempted to 

convert sports rights into human rights while remaining abstract, it can be said that it is difficult to convert sports rights into 

human rights. In the first place, there are many things that can be guaranteed by existing constitutional provisions for sports. 

We should consider whether the rights and freedoms related to sports can be specifically guaranteed by existing constitutional 

provisions. 

Key words:  sports rights, sport, right of personality, fundamental human right 

 

１．はじめに 

 国民のスポーツへの関心の高まりや欲求の拡大を受

け、1964年の東京オリンピックを契機として、日本の

スポーツ振興の基本を定めたスポーツ振興法(1961 年

6 月)が制定された。そこから 50 年を経た、2011 年 6

月にスポーツ振興法を全面改正する形で、「スポーツ基

本法」1)が制定された。スポーツ基本法では、「スポー

ツは、これを通じて幸福で豊かな生活を営むことが

人々の権利であることに鑑み、…」(2 条 1 項)とスポ

ーツに対して「権利」という言葉が使われている。こ

のスポーツ基本法の規定を受けて、法文上初めて「ス

ポーツ権」が明記されたとする意見がみられるように

なり、また、スポーツ権は基本的人権といえるのかと

いうテーマが論じられるようになった。 

 さらに近年、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

によるスポーツに関する大会実施および観戦の制限、

スポーツ活動の一部制限(教育現場における部活動の

禁止・活動制限等)等、スポーツをする権利、あるいは

スポーツをする(あるいは観る)機会の確保が侵害され

るような状況がみられた。仮に、スポーツ権が基本的

人権であるとするならば、コロナ禍における状況は、

国家の要請に従いスポーツ活動が制限された形と捉え

ることができるため、まさにスポーツ権が公権力によ

って侵害された状況といえるだろう。 

 そのような状況から、本稿では、日本におけるスポ

ーツ権の展開をまとめつつ、スポーツ権が憲法上どの

ような立ち位置をとるものなのかを検討していく。そ

して、その中で、スポーツ権について、スポーツ権の

規範的効果を明確化したうえで基本的人権として捉え

るべきなのか、それとも、スポーツ権を人権化するた

めに必要な規範的効果(スポーツ権は何を要求し得る

権利であるか)の明確化にこだわるのではなく、スポー

ツに対する現実的な保障を優先する形で、既存の憲法

上の権利・自由の保護領域内でスポーツに関係する権

利・自由を個別具体的に保護していくべきなのかを考

えていく。 

 

２．日本におけるスポーツ権の展開 

 スポーツをする権利というものは、日本において初

めて直接明記されたのは、前述の通りスポーツ基本法
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(2011年)であり、それまでのスポーツ振興法(1961年)

では明記されていなかった。そのため、2011年のスポ

ーツ基本法の施行までは、スポーツをする権利という

ものは法律上宙ぶらりんの状態であったといえる。た

だし、スポーツをする権利については、1975年の欧州

評議会による「ヨーロッパ・みんなのスポーツ憲章

(Charter of Sport for All )」において「すべての人は、ス

ポーツをする権利をもつ」(第 1条)と、また、1978 年

ユネスコによる「体育及びスポーツに関する国際憲章

(International Charter of Physical Education and Sport)」に

おいて「体育・スポーツの実践はすべての人にとって

基本的権利である」と明記され、いわゆるスポーツ先

進国の欧州ではその権利性が示されていた 2）。国際憲

章上でのスポーツ権の中心となるのは、すべての人が

スポーツへアクセスする機会の確保である。 

 

2.1.スポーツ権学説の展開 

このような欧州でその権利性を示されているスポー

ツをする権利(スポーツへのアクセス権)、いわゆる「ス

ポーツ権」と呼ばれるものを、基本的人権として捉え

ることができるかについての日本での議論の始まりは、

永井憲一による論文といえるだろう 3）。永井は、教育

を受ける権利というものを、個々の国民が人間らしく

生きられるように社会的基礎を習得する権利と捉え、

学校教育において健康な身体を涵養するための体育・

スポーツについても教育を受ける権利に根差すものと

理解すべきであるとしている 4)。ここでは、憲法 26 条

の教育を受ける権利を根拠とする形で、漠然とスポー

ツに参加することを「スポーツ権」として権利化しよ

うとしている印象である。この永井によるスポーツ権

に対する考察の後、スポーツ基本法制定前後において

いくつかの論文が見られるようになったが、スポーツ

権がいかなる権利内容をもち、基本的人権と呼べるか

どうかについて議論が尽くされたという印象はない。 

 スポーツ権を基本的人権として捉えようとする試み

には、いくつかのパターンがある 5）。一つめは、スポ

ーツ権というものを憲法 13 条の幸福追求権を根拠と

して「新しい人権」としようとするもの、二つめは、

憲法 25 条の生存権(健康で文化的な生活をする権利)

を根拠として捉えようとするもの、三つめは、憲法 13

条によってスポーツ権の自由権的側面が導かれ、憲法

25 条や 26 条の教育を受ける権利によってスポーツ権

の社会権的側面(国家にスポーツ条件の整備を求める

等)が導かれるとするものである 6)。この中でも、比較

的スポーツ関係者の多くが 13 条を根拠として人権化

を試みている傾向がある 7）。 

 

2.2.新たな構造化としての四元論 

 そのような中で、スポーツ権を多角的に、複合的な

権利として捉えようという新たな試みも出てきている。

それは、「スポーツ権四元論」という考え方である 8）。

スポーツ権四元論では、スポーツ権の構造が 1 つの根

拠では、すべてを保障することが難しいという立場か

ら、13 条の幸福追求権をスポーツ権の大前提として、

かつ、スポーツを安全に正しく実施するための適切な

環境を整備する組織、指導者が必要であり、この部分

を保障する根拠として 25条を前提とする。つまり、ス

ポーツ権の原理として、自由権としてのスポーツ権を

13 条によって、社会権としてのスポーツ権を 25 条に

よって保障するというものである。加えて、スポーツ

権の変容性を捉えたうえで、学校スポーツ領域で現れ

る学習権・成長発達権としてのスポーツ権を 26 条で、

競技スポーツ領域で現れる労働基本権としてのスポー

ツ権を 27条で保障していくというものである。スポー

ツ権を、その原理、学校スポーツ領域、競技スポーツ

領域という三つの次元で捉えることによって、具体的

権利化可能であるとする。 

 確かに、スポーツ四元論では、スポーツの広さを考

慮しつつ三つの次元で捉えるという形でスポーツ権の

権利化をしようとしているが、そもそも競技スポーツ

領域における労働基本権の保障は、「スポーツ権」とい

う型押しをして保障することなく、27条、28条の規定

によって保障可能である。他の基本的人権において保

障が及んでいるものまでスポーツ権という構造に入れ
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こもうとするのは、スポーツ権の具体的権利内容をか

えって不明確なものへとしてしまうのではないだろう

か。スポーツを三つの次元で捉えることは可能である

だろう、しかし、その次元で捉えられるべき権利の中

には、基本的人権としてではなく、民事上、つまりは

法律上の権利として捉えるべきものを含んでいるので

はないだろうか。スポーツ権の根拠を拡張し、抽象性

を残したまま具体的権利として捉えてしまうと他の基

本的人権を制約する危険性が増すと考えられるため、

四元論のような構造でのスポーツ権の権利化によって、

スポーツ権の権利内容の具体化がなされたというのは

難しいと言えるのではないだろうか。 

いずれにせよ、様々な形で試みられるスポーツ権の

権利化の流れがあるのは事実であるが、その権利化の

試みの中で、スポーツ権なる権利が基本的人権として

何を保護するものなのかが明確化しきれていないのが

現状である。権利化の試みを概観すると、既存の憲法

規定上保護されているものの中で、スポーツに関係す

るものを再発見、再発掘し、それをスポーツ権として

構築しようとしている印象である。スポーツ権として

捉えようとする自由等が、既存の憲法規定で保護され

るのであれば、わざわざ「スポーツ権」という形で権

利を創設し、特別な保護を与える必要はなくなってし

まうのかもしれない。 

 

3．スポーツ権の前提としての「スポーツ」 

 スポーツ権というものはいかなる内容をもつ権利な

のか、この点をある程度具体的に捉えていかなければ、

スポーツ権の憲法上の立ち位置も定まらず、スポーツ

権自体の考察をすることも難しいと言わざるを得ない。

では、スポーツ権が対象とする「スポーツ」とは、そ

もそも、どのようなものなのかを明らかにしていく必

要がある。 

スポーツ(sport)という概念は、中世英語の気晴らし、

気分転換(desport)から変化して、近代の各種ゲームを

意味するように 9）、スポーツ権の前提となる「スポー

ツ」というもの自体が非常に広い範囲をとらえるもの

であるといえる。スポーツについて、スポーツ基本法

では、「スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力

の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の

精神の涵養等のために個人又は集団で行われる運動競

技その他の身体活動であり、今日、国民が生涯にわた

り心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠の

もの」であり、さらに「スポーツは、次代を担う青少

年の体力を向上させるとともに、他者を尊重しこれと

協同する精神、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培

い、実戦的な思考力や判断力を育む等人格の形成に大

きな影響を及ぼすものである」としている。 

 スポーツ基本法によるスポーツの定義は、ベルナー

ル・ジレにみられる「遊戯」、「闘争」、「激しい肉体活

動」という 3 つの要素を意識したものとみられるが、

現在のスポーツという言葉はより広い範囲を捉えるも

のとなっている。つまり、スポーツ概念は、「1つは 19

世紀中ごろのチームスポーツの誕生とその発展以降の

身体運動的要素を中心にしながら競争性を楽しむ文化

を意味する狭義的概念と、もう 1 つは非身体運動的競

争ゲーム(チェス、碁、将棋、トランプ、e-sport他)、

それに屋外活動などを含む広義的概念」10）という大き

く 2 つの傾向がある。スポーツ概念が広範であればあ

るほど、それだけスポーツ権が取り扱うべきものは何

かという境界自体も広がりをみせてしまう。 

 結局のところ、スポーツ権の前提となる「スポーツ」

概念自体が非常に広汎であり、その具体性を示すこと

が難しいと言える。 

 

４．スポーツ権の憲法上の立ち位置 

前述したようにスポーツ権の前提となるべきスポー

ツ概念は広汎であり、それがスポーツ権の具体的輪郭

を描きづらくしている要因といえる。仮に、スポーツ

の概念的広さを克服できたとして、次に、スポーツ権

がどのような内容をもつ権利なのかということが重要

な問題として出てくる。 

基本的人権としての「スポーツ権」によって、とり

わけ保障しなければならないものは何なのか。例えば、
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スポーツに関して想定され得る権利内容には、スポー

ツをする自由、スポーツを強制されない自由、スポー

ツ観戦をする自由、任意のチームを応援する自由、ス

ポーツをする場あるいは設備確保の要求、スポーツ指

導の際の人格的な保護、スポーツにおける公正・平等

の要求など様々なものが想定されるが、これらすべて

が「スポーツ権」として憲法上保護されるべきものな

のかというと難しいと言わざるを得ないだろう。 

 スポーツ権を憲法上どのように捉えていくのかを考

えていくとき、既存の憲法規定によって保護されてい

るものまでもスポーツ権の具体的権利内容として捉え

ようとしている問題がある。既存の憲法規定によって

保護されるのであれば、わざわざ新しい人権としての

「スポーツ権」で保護していく必要性はない。そうで

あるとするのならば、既存の憲法規定によって保護さ

れると想定される自由等を、スポーツ権の権利内容か

ら外してく作業が必要である。 

 

4.1.スポーツを強制されない自由 

 憲法とスポーツの関係でいえば、例えば、スポーツ

を強制されないことを認めた形をとっているエホバの

証人剣道実技拒否事件 11)では、体育実技としての剣道

実技について、宗教的な問題、すなわち信仰の核心部

分と関わる真摯な理由により剣道実技(スポーツ)12）を

しないことを認めている。当然、当該判例では、「単な

る怠学のための」剣道実技の拒否は別として、信教の

自由を保障する 20条を根拠として、ある種スポーツを

強制されないことを保障した形になっている。スポー

ツをする自由と表裏の関係にあるスポーツを強制され

ない自由については、そのスポーツを拒否する理由に

応じて、既存の憲法規定を用いることで対応が可能と

いうことになる。 

 

4.2．競技スポーツにおける権利・自由 

 競技スポーツ、いわゆるプロスポーツに関しては、

様々な権利の問題があるが、契約問題や怪我の際の休

業補償等多くの場合、民法や労働法の問題として捉え

られるべきものである。その中でも、憲法上関係する

ものは、労働基本権の問題である。労働者には、憲法

上、団結権、団体交渉権、団体行動権が保障されてお

り、プロスポーツ選手は労働組合法上の労働者として

これらの権利を当然保障されている。例えば、プロ野

球の選手会が、当時の近鉄バファローズとオリックス

ブルーウェーブの球団合併をめぐって、日本プロ野球

組織を相手に団体交渉を求める地位にあることの仮処

分を求めた事例 13）では、東京高裁は、原決定である東

京地裁によって、選手会が団体交渉の主体であると認

められた判断 14）を引用し、プロ野球選手会が労働組合

法上の労働組合であり、団体交渉の主体であるとして

いる。東京高裁の当該決定により、プロ野球選手会が

労働組合であり、その前提としてプロ野球選手が労働

者であることが認められた形になっている。 

プロ野球選手会に対する上記東京高裁の決定のよう

に、プロスポーツ領域における労働基本権保障は、既

存の憲法規定で十分対応可能であるといえる。そうで

あるならば、スポーツ権に労働基本権に関する内容を

盛り込む必要がないと言えるだろう。 

 次にプロスポーツの場合、その競技を観戦及び応援

する自由があるかが問題となる。これについては、プ

ロ野球の私設応援団に対して出された入場券販売拒否

と特別応援不許可の撤回を求めた応援妨害予防等請求

事件 15）での名古屋地裁の判断が重要な事例といえる。

当該判例では、原告(入場券販売拒否、特別応援不許可

を受けた私設応援団)側が、球場でプロ野球を観戦する

権利と応援団方式による応援をする権利について、「球

場における野球観戦は、目の前で自らが応援する球団

所属の選手の、まさにプロの技を堪能し、ファンが一

体となって自らが応援する球団を応援して、球場全体

で試合の動向に喜び、ため息を漏らすなど、その臨場

感、高揚感は、テレビ視聴等による楽しみ方の比では

なく、単に野球を楽しむこととは別の内実を持った独

自の権利利益である」とし、さらに「応援団方式によ

る応援をすることはかけがえのない自己表現あるいは

自己実現の場となり、貴重な社会活動あるいは人格形

50



 

 

成の場でもあり、生活の不可欠の一部を構成し生きが

いとなっており、憲法 13条に基づく幸福追求権の一内

容をなす人格権ないし法律上保護された利益である」

と主張した。それに対して、名古屋高裁は、「主催者の

主催の下にそのスポーツを職業とする選手が球場で試

合を行い、観客は入場料を支払って球場に入場しその

試合を観戦することにより成り立つ私的自治の分野の

事柄であって、憲法 22 条、29 条等の規定に基礎を置

く経済活動の自由(営業の自由)、契約自由の原則にか

んがみると、試合の開催やその内容・態様、観戦契約

の締結などを義務付けたり、規制したりする法令がな

い以上、試合を行うか否か、行う場合には、これをど

のように行うか、どのようなイメージのスポーツを目

指すか、いかなる範囲の人々に観戦を提供するか、観

戦客の雰囲気をどのようなものにし、どのように観戦

環境を調整するかなど、その開催・運営に関する事柄

は、専ら主催者がその裁量によって決定することがで

きるものであるし、主催者と観客との法律関係は、基

本的に契約自由の原則によって規律されるべきものと

いうべきであり、このことは、プロスポーツの試合に

おいて、観客が単なる興行の客体にとどまらず、試合

の雰囲気を形成する一翼を担う部分があることによっ

て、左右されるものではないというべきである」と球

場でプロ野球を観戦することおよび応援団方式による

応援をすること自体に、人格権ないし法律上保護され

た利益を有することは認められないとした。 

 つまり、少なくともプロスポーツに関しては、スポ

ーツを見る権利というものを憲法上の権利から除外し

たものと解することができる 16)。 

 

4.3.スポーツにおける平等 

 スポーツにおいて考えるべき、平等の問題には、性

差による大会の参加除外、障害をもつ人や LGBTQ+のス

ポーツ参加をめぐる問題、スポーツ時の人種差別的取

り扱い等が存在する。このうち、性差や障害の有無等

によるスポーツ参加の問題では、合理的な配慮が必要

となる場面が当然存在している。男性だからできるス

ポーツであり、女性だからできないスポーツというこ

とではなく 17）、安全面の観点から男女一緒に行うこと

が難しい、あるいは障害のある人と障害を持たない人

が一緒に行うと危険な事故につながりかねないスポー

ツでは、生命あるいは身体の保護を優先して、性差や

障害の有無によって別異的取り扱いをせざるを得ない

形になる 18）。そして、そのようなスポーツ領域で起き

る別異的取り扱いが、不合理な差別なのか合理的な区

別なのかは、平等原則の枠の中で判断されるもので、

わざわざスポーツ権の内容に無理やり入れ込む必要が

ないのである。 

 次に、人種差別的取り扱いについてだが、こちらも

平等原則で捉えるべきものであり、さらに、人種差別

的発言、とりわけ、人種若しくは民族に係る属性を有

する個人又はその集団に対する誹謗・中傷に関しては

ヘイトスピーチの問題として議論されるべきものであ

る。 

 

4.4.スポーツ権が捉えるべきもの 

スポーツは当然自由に行われるべき行為である。し

かし、それらすべての行為を基本的人権として保障す

るには、ひどく広範であり、具体的権利内容を捉える

ことができない以上、その内容はある種の限定を受け

ることは否めない。スポーツ権の権利内容を限定的に

捉えようとした場合、上述したような既存の憲法規定

等で対応可能な権利・自由やそもそもスポーツ権の内

容に加えることが難しい自由等をスポーツ権の権利内

容から除外したうえで、憲法は、「スポーツ権」として

何を保護するべきなのかを考えていかなければならな

い。多くの論者が、スポーツ権の根拠としている憲法

13条、いわゆる幸福追求権をスポーツ権の人権化根拠

とすることを前提としたうえで、幸福追求権が、「新し

い権利の根拠条文として裁判規範性をもつ総則規定と

なり、個別条文では規定されていない権利を補充する

権能をもつ」19）ものである以上、スポーツ権が捉える

べきものは、他の基本的人権の解釈によって導くこと

が難しく、かつスポーツに限定して保障されるべき自
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由や法的利益である必要がある。 

では、スポーツに関係する自由や利益の中で、憲法

の個別条文では規定されておらず、解釈によってもカ

バーしきれないものは何なのか。この点は、非常に慎

重な検討をすべきものではあるが、例えば、スポーツ

をする際のコーチングに関して、人格的な批判、ハラ

スメントを受けないことに限定して考えることは可能

なのではないだろうか。すなわち人格権の一内容とし

て、それらの保護を受けることが、スポーツ権を人権

として捉える可能性として残されているのではないだ

ろうか。プロ、アマ問わずスポーツをする者にとって、

スポーツをする際に適切な指導を受けることができる

ことを人格的な利益として保護していくという形でス

ポーツ権を捉えていく。その際、その反射として指導

を受けない自由というのもスポーツ権の内容として含

まれることになるだろう。 

スポーツ権の安易な人権化を望むわけではないが、

スポーツを行う際のスポーツ指導者による指導に対し

て、個人の尊厳を守る意味も含めて、人格権の一内容

としてスポーツの際の人格的非難やハラスメントから

の保護を求めていくことに限定し、スポーツ権の権利

化を目指すことは可能なのかもしれない。 

 

5．結びにかえて 

 スポーツが人格形成に影響を及ぼすことは事実であ

り、スポーツをすることが幸福追求権を実現するため

の一つの手段であることは確かである。しかし、スポ

ーツ権を現状の不明確な権利内容のまま(規範的効果

の明確化が不十分な状態のまま)人権化していくこと

は、スポーツ権保障という名の下で、既存の自由を制

限する可能性が増える危険性があるのもまた事実であ

る。 

 日本と同じように、基本法上スポーツに関する条項

を持たないドイツでは、基本法 2 条の人格権や 9条の

結社の自由等をスポーツに関する権利の拠り所として

いる。また、スポーツ振興政策を見る限り、スポーツ

の社会的位置づけは高いと考えられるが、「スポーツ権」

と呼ばれる権利を「人権(Menschenrecht)」や「基本権

(Grundrecht)」として保障しているわけではない。あく

までも、既存の基本権の保護領域内でスポーツに関係

するものを保障しているにすぎないのである。 

スポーツ基本法に「権利」という言葉が使われ、ス

ポーツ権が権利化され、さらに、幸福追求権を根拠に

人権化されたと安易に考えるのではなく、スポーツに

関係する権利や自由を既存の憲法規定の中で具体的に

保障しいていくことが可能なのかを掘り下げていくこ

とこそが重要だと考える。 

 昨今、各種競技団体で「ガバナンス・コンプライア

ンスの欠如」、「ドーピング」、「八百長・不正操作」、「反

社会的行為」、「暴力・ハラスメント」、「人種差別」、「汚

職・腐敗」、「自治・自立に対する外部からの圧力」等

のスポーツそのものを破壊する危険性があると考えら

れる要因からスポーツやクリーンなアスリートを守る

目的で「スポーツインテグリティ」という言葉が使わ

れている 20）。各種競技団体がスポーツインテグリティ

という言葉の下で守ろうとしているものの多くは、ス

ポーツ権を人権化しようとする試みの中で肥大した権

利内容の多くと重なるものである。スポーツ権が捉え

ようとしている広範な内容をスポーツインテグリティ

という形で、各種競技団体はその実質的な保障をしよ

うと様々な政策や改革を試みているのである。 

各種競技団体がインテグリティという名の下、スポ

ーツの高潔さを取り戻そうと躍起になっている現状に

おいて、スポーツ権という甘美な言葉に惑わされるこ

となく、既存の憲法規定がスポーツに対してどのよう

な救済を行えるのか今一度、考え直す時が来ているの

かもしれない。 
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